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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第128期及び第130期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しますが当期純損

失であるため記載しておりません。 

３ 第129期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

４ 平成15年３月期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日

企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

５ 第131期及び132期につきましては、連結財務諸表を作成していないため連結経営指標等を記載しておりませ

ん。 

回次 第128期 第129期 第130期 第131期 第132期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 （千円） 822,536 769,007 1,177,512 ― ― 

経常損失 （千円） 587,793 338,795 12,652 ― ― 

当期純利益又は当期純損失

（△） 
（千円） △613,502 82,851 △96,709 ― ― 

純資産額 （千円） 1,600,658 2,363,281 2,279,577 ― ― 

総資産額 （千円） 2,514,193 2,687,449 2,994,760 ― ― 

１株当たり純資産額 （円） 71.91 84.53 81.53 ― ― 

１株当たり当期純利益又は

当期純損失（△）金額 
（円） △31.67 3.69 △3.46 ― ― 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） ― ― ― ― ― 

自己資本比率 （％） 63.7 87.9 76.1 ― ― 

自己資本利益率 （％） △64.6 4.2 △4.2 ― ― 

株価収益率 （倍） ― 33.1 ― ― ― 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △669,372 △90,286 26,460 ― ― 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 17,166 △452,956 △145,923 ― ― 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 434,201 598,794 241,245 ― ― 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） 304,704 360,256 482,038 ― ― 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 
（人） 

49 

[24]

46 

[21]

29 

[5]

― 

[―]

― 

[―]



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第128期、第129期及び第130期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在します

が当期純損失であるため記載しておりません。 

３ 第131期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

４ 平成15年３月期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日

企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

５ 第131期から連結財務諸表を作成していないためキャッシュ・フロー計算書を作成しております。 

回次 第128期 第129期 第130期 第131期 第132期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 （千円） 608,988 661,363 1,073,028 2,774,739 3,838,003 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） △478,784 △314,614 △9,008 145,879 526,909 

当期純利益又は当期純損失

（△） 
（千円） △502,595 △48,308 △108,948 190,070 405,768 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） ― ― ― ― ― 

資本金 （千円） 1,683,745 2,025,685 2,025,685 2,025,685 3,243,759 

発行済株式総数 （千株） 22,261 27,960 27,960 27,960 37,496 

純資産額 （千円） 1,685,212 2,317,857 2,278,657 2,429,734 5,267,973 

総資産額 （千円） 2,584,267 2,622,763 2,994,289 3,190,152 8,960,256 

１株当たり純資産額 （円） 75.71 82.90 81.50 86.91 140.20 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり 

中間配当額) 

（円） 
― 

(―)

― 

(―)

― 

(―)

― 

(―)

2.00 

(―)

１株当たり当期純利益又は

当期純損失（△）金額 
（円） △25.95 △2.15 △3.90 6.80 11.80 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） ― ― ― ― 11.65 

自己資本比率 （％） 65.2 88.4 76.1 76.2 58.8 

自己資本利益率 （％） △51.2 △2.4 △4.8 8.1 10.5 

株価収益率 （倍） ― ― ― 41.2 23.4 

配当性向 （％） ― ― ― ― 16.9 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） ― ― ― 1,392,507 △4,030,874 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） ― ― ― △1,074,413 △1,032 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） ― ― ― △58,974 5,290,534 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） ― ― ― 740,779 1,999,407 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 
（人） 

29 

[12]

32 

[13]

29 

[5]

30 

[5]

33 

[3]



２【沿革】 

年月 沿革 

大正元年９月 群馬県伊勢崎市に資本金300千円をもって設立、本社工場にて絹織物用撚糸の製造販売を開始 

昭和12年６月 六供工場（群馬県前橋市）を開設 

昭和14年２月 金津工場（福井県金津町）を開設 

昭和15年６月 上毛実業株式会社を設立 

昭和18年12月 本社工場を売却、本社を群馬県前橋市に移転 

昭和24年７月 京都出張所（京都市上京区）を開設 

昭和29年９月 加茂工場（新潟県加茂市）を開設 

昭和29年11月 横浜営業所（神奈川県横浜市）を開設 

昭和32年８月 伊勢崎工場（群馬県伊勢崎市）を開設 

昭和33年７月 エンブロイダリーレース製造を開始 

昭和34年６月 東京証券取引所店頭銘柄として株式公開（資本金150百万円） 

昭和36年４月 横浜生糸取引所（現・横浜商品取引所）にて商品先物取引業を開始 

昭和36年10月 東京証券取引所第２部に株式上場（資本金225百万円） 

昭和40年４月 北陸出張所（石川県小松市大川町）を開設 

昭和42年10月 丹後出張所（京都府峰山町）を開設 

昭和45年８月 北陸事業所を石川県小松市（矢田野町）に移転 

昭和47年１月 丹後営業所を京都府加悦町に移転 

昭和47年３月 株式会社上毛ハウジングを設立 

昭和47年４月 不動産関連事業を開始 

昭和50年３月 金津工場を閉鎖 

昭和51年３月 六供工場を閉鎖 

昭和51年４月 京都営業所を移転（京都市上京区） 

昭和51年６月 加茂上毛撚糸株式会社を設立 

昭和54年３月 株式会社赤城カートランドを設立 

昭和61年３月 株式会社赤城カートランドから上毛ファミリーサービス株式会社へ商号変更し、保険代理業を開

始 

平成７年２月 株式会社上毛ハウジング 群馬県渋川市にローソン渋川半田店を開業（平成14年３月閉店） 

平成11年３月 伊勢崎工場を売却、伊勢崎工場を群馬県伊勢崎市（下植木町）に移転 

平成12年11月 京都営業所を閉鎖 

平成13年３月 株式会社上毛ハウジングから株式会社上毛イットへ商号変更しブロードバンド関連事業を開始 

平成13年５月 上毛撚糸株式会社から株式会社上毛へ商号変更 

平成13年７月 横浜営業所を閉鎖、商品先物取引業から撤退 

平成13年８月 新宿営業所（東京都新宿区）を開設 

平成13年９月 上毛実業株式会社を解散 

防犯フィルム販売（セキュリティ事業）を開始 

平成14年３月 シィーアールアンドパートナーズ株式会社を設立 

平成15年３月 シィーアールアンドパートナーズ株式会社を解散 

平成15年９月 新宿営業所及び伊勢崎工場を閉鎖 

平成16年３月 上毛ファミリーサービス株式会社を吸収合併 

加茂上毛撚糸株式会社を解散 

平成16年７月 株式会社上毛イットを解散 

平成17年１月 

 平成17年11月 

東京支社（東京都新宿区）を開設 

 西日本支社（広島県広島市）を開設 



３【事業の内容】 

 当社は、企業集団を持たず、非連結の決算を行っております。従いまして下記の事業区分の全ての事業を当社が行

っており、事業内容は次のとおりであります。 

  

(1）繊維関連事業……………主要な製品は絹撚糸の加工販売、合繊撚糸の加工販売、その他繊維製品販売でありま

す。 

絹撚糸……………………当社で加工販売しております。 

合繊撚糸…………………当社で加工販売しております。 

その他繊維製品…………当社で販売しております。 

(2）保険関連事業……………当社で損保ジャパンの商品及びアメリカンファミリー生命保険の商品を販売しておりま

す。 

(3）不動産関連事業…………当社が賃貸事業、売買事業、並びに賃貸事業に関する匿名組合出資事業をおこなってお

ります。また、将来の賃貸・売買・流動化を目的とした開発事業も開始しております。

(4）セキュリティ関連事業…当社が侵入防止用ウィンドウフィルム「Defense J」等の輸入・販売・施工を行ってお

ります。 

（事業系統図） 

４【関係会社の状況】 

 関係会社はありません。 



５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(2）労働組合の状況 

 当社は、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

33（ 3） 44.8 11.4 4,486,257 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当期におけるわが国経済は、原油高や海外経済などに不安を残しつつも、企業業績の好調を背景とした設備投資

の増加や、遅れがちであった個人消費が回復傾向を示すなど、内需主導の景気回復が鮮明となる状況で推移いたし

ました。また株式市場においても、企業業績の改善、海外からの資金流入により、株価はおおむね上昇トレンドで

推移いたしました。 

このような経済環境のもと、当社は不動産関連事業の売上高が前期に引き続き大幅に増加し、黒字基盤の確保と

財務体質の強化が実現したことにより、33期ぶりの復配となりました。  

当期の売上高は3,838百万円（前年同期比138.3％）、経常利益は526百万円（前年同期比361.2％）でありま

す。  

特別利益は貸倒引当金戻入益1百万円、特別損失は過年度役員退職慰労引当金繰入額など118百万円であります。結

果として、当期純利益は405百万円（前年同期比213.5％）であります。  

 部門別の事業の状況は、次のとおりです。 

 繊維関連事業の売上高は328百万円（前年同期比100.2％）となりました。このうち、絹撚糸販売売上は109百万

円（前年同期比100.4％）となり、和装業界全体の長引く不況や取引先の倒産などの影響を受けたものの、前年水

準を確保いたしました。合繊撚糸販売売上は198百万円（前年同期比106.7％）となり、安価な輸入品の流入に伴う

国内生産市場の低迷、撚糸加工費の低下などの影響を受けたものの、前年水準を上回りました。繊維製品販売売上

は、葬儀関係の贈答品市場の競争が激化に伴う商品単価の下落傾向が響き、20百万円（前年同期比63.1％）となり

ました。 

保険関連事業の売上高は70百万円（前年同期比94.4％）となりました。当期下半期より、成果主義的な給与体系

を取り入れたことで新規契約の獲得が増加しており、継続的な売上が確保できるという保険商品の特性上、次期以

降この成果が表れるものと予想しております。  

 不動産関連事業の売上高は3,317百万円（前年同期比148.8％）で、2期連続の大幅な増収となりました。このう

ち、不動産販売売上は2,980百万円（前年同期比173.8％）となり、首都圏不動産マーケットの好況に支えられ高い

伸び率となりました。また、不動産賃貸売上は336百万円（前年同期比65.5％）となりました。この売上には不動

産流動化事業に係る匿名組合への出資に対する分配金14百万円が含まれておりますが、流動化関連の売上高は次期

からの大幅な増加を予定しております。なお、不動産事業拡大の迅速化を図るために、平成17年11月に広島県広島

市に西日本支社を開設いたしました。すでに賃貸用不動産を西日本にて取得しており、当期から業績に貢献し始め

ております。 

 セキュリティ関連事業の売上高は121百万円（前年同期比85.1％）となりました。商品の認知度のアップに伴

い、管理コストの大幅な削減が図れたことにより、部門損益は黒字化を達成しております。 

 次期におきまして当社は、不動産関連事業の収益構造の改革に取組み、さらに強固な利益体質の構築を図ってま

いりたいと考えております。 

(2）キャッシュ・フロー 

キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前当期純利益410百万円を計上し、有価証券の売却や投資

事業組合からの出資金などで前期末に比べて1,258百万円増加しました。当期における各キャッシュ・フローの状

況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、4,030百万円でした。これは主に販売用不動産などの棚卸資産の購入により

3,337百万円、営業出資金の支出702百万円、前渡金の増加407百万円などの支出によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、1百万円でした。これは主に有価証券の取得による支出211百万円、投資事業

組合への出資による支出75百万円などがある一方で貸付金の回収30百万円、投資事業組合からの配当金69百万、

有価証券の売却による収入188百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果調達した資金は5,290百万円となりました。これは主に短期借入れによる収入3,520百万円や長

期借入れによる収入1,070百万円、株式の発行による収入1,417百万円及び社債の発行による収入997百万円など

により調達したものであります。なお短期借入金の返済1,500百万円や長期借入金の返済213百万円により一部が

相殺されております。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は販売価格によっております。 

２ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は販売価格によっております。 

２ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１ 最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

繊維関連事業 305,106 105.3 

合計 305,106 105.3 

事業部門 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

繊維関連事業 281,806 110.9 45,801 173.6 

合計 281,806 110.9 45,801 173.6 

事業部門 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

繊維関連事業 328,802 100.2 

保険関連事業 70,407 94.4 

不動産関連事業 3,317,094 148.8 

セキュリティ関連事業 121,699 85.1 

合計 3,838,003 138.3 

相手先 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 ㈱アルデプロ 1,258,556 45.4 ― ― 

㈱フレックステイ・エステート 456,762 16.5 ― ― 

㈱光明 406,458 14.6 169,533 4.4 

 ㈱エステート開発 ― ― 1,463,500 38.1 

㈱アーバンコーポレイション ― ― 1,313,347 34.2 



３【対処すべき課題】 

次期以降に次のような課題に対処していくべきと考えております。 

(1)不動産の事業環境の変化 

 首都圏における不動産価格の上昇は、当期の当社にとっては追い風となりましたが、その反面で販売用不

動産の仕入価格の上昇につながっており、販売事業の利益率の悪化を招きかねません。この対策としては、

仕入価格高騰のダメージが小さい賃貸事業や流動化事業、開発事業の売上割合を増やしていく必要がありま

す。また、首都圏以外の市場での展開も必要不可欠です。これらの対策のための、資金調達の問題や流動化

の推進が、今後の重要な課題であると認識しております。 

 (2)管理基準一元化の推進 

 当社は、短期間に業態変換を成功させましたが、その一方で管理基準がいささか多様化してしまったとい

う反省もあります。管理基準の一元化を推進し、より迅速な経営判断を可能にする環境整備が必要であると

認識しています。 

 (3)企業の社会的責任の遂行 

 当社は、社会の発展に寄与する商品およびサービスの提供はもとより、地球環境に配慮した事業活動や社

会貢献活動を推進していきたいと考えております。近年、企業の果たすべき役割や企業の社会的責任に対す

る関心が高まる中、当社は、様々なステークホルダーから今まで以上に信頼される企業を目指して、企業の

社会的責任(CSR)への取り組みを強化していくべきであると認識しております。 

 (4)企業の質を高める人材戦略の展開 

 事業戦略を支える個と組織の質の向上に向け、コアとなる人材育成政策の充実、個人の成果をより反映さ

せた賃金・人事制度への変革、働き甲斐の持てる就労基盤づくりなど、人材マネジメントの強化に取り組

み、企業の競争力を一層高めてまいります。  



４【事業等のリスク】 

 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のよ

うなものがあります。 

 なお、以下の記載において将来に関する事項は、この有価証券報告書提出日現在（平成18年６月29日現在）におい

て判断したものです。また、以下の記載は、当社株式への投資に関するリスク全てを網羅するものではありません。

(１)繊維関連事業 

①撚糸製品の輸入自由化により、安価な輸入品の日本市場への流入が増加しこれにより売上高が減少する可能性

があります。 

②原材料の仕入単価の上昇により売上利益率が低下する可能性があります。 

 ③当社の外注先である撚糸業者の責めに帰すべき要因により当社が納品した商品が、クレーム対象商品となり、

その損害の補填を要求される可能性があります。 

 ④事業の恒常的な赤字を解消する目的で、事業所若しくは営業所の統廃合を行う可能性があります。 

 ⑤撚糸加工業者の倒産や廃業により売掛債権や原材料の回収、高い特性の原材料の現金化が図れなくなる可能性

があります。 

  

(２)保険関連事業 

①売上拡大のため、営業社員を採用する場合、２ヶ月は研修期間を要するため一時的に事業損益が悪化する可能

性があります。 

②保険業界への新規参入業者が増加し競争が激化することや、新商品の開発が遅れることによる保険契約の成約

件数の減少及び解約の増加につながる可能性があります。 

 ③予測し得ない状況の変化により、保険会社との代理店契約が解消される可能性があります。 

④営業担当社員が保険代理店として独立するなどにより新たな社員を募集し営業活動をするまでの期間、社員募

集費用や社員教育費用の増加及び営業の成果を挙げるまでに時間を要するなどの原因により、一定期間のわた

り事業部損益が悪化する可能性があります。 

(３)不動産関連事業 

①借主が退去した後、速やかに新たな借主が入居しないことにより所謂「空き室リスク」を生じる可能性があり

ます。 

②今後の賃貸市場の動向によっては、契約を更新する際の賃貸料が旧契約による賃貸料よりも減少する可能性が

あります。 

③地震・火災等の自然災害の発生により賃貸物件が利用不可能となる可能性があります。 

 ④販売用不動産が経済状況の変化、当該不動産の瑕疵が新たに見つかることによりその価値が下落し予定してい

た価格で販売できなくなる可能性があります。 

 ⑤販売用不動産の買主の都合により売買契約が解除される可能性があります。 

 ⑥販売した不動産にかかる瑕疵担保契約の履行により予期せぬ賠償請求を受ける可能性があります。 

 ⑦不動産賃貸事業にかかる匿名組合出資の基本契約が変更されることや経済情勢の急激な変化により、不動産賃

貸事業の収益が減少する可能性があります。 

 ⑧開発案件が、経済状況の変化や営業状況などにより継続できず損害を受けることになる場合があります。 

 ⑨取得した販売用不動産に多額の修繕費がかかるなど当初予想しなかった費用の支出により収益が減少する恐れ

があります。 

⑩開発スケジュールの遅れから予定していた金融機関からの融資が受けられないなどの理由により用地の取得が

出来なくなることから決済に支障が生じ損害賠償を求められる可能性があります。 



(４)セキュリティ関連事業 

①新規参入業者の増加による競争が激化することで受注件数の減少・販売単価の切り下げを招く可能性がありま

す。 

 ②予期し得ない状況の変化により、フィルム輸入先との日本国内独占販売契約の内容が変更あるいは契約が解消

される可能性があります。 

 ③営業権の譲渡を受けるなど他社から譲り受けた商品などに関して旧顧客から苦情を受けるなどに対応するため

の経費の増加を招く可能性があります。 

 ④外注委託先の技術的未熟さからお客様からクレームが発生し委託元である会社としての責任を問われるなどの

理由により管理コストが増加する可能性があります。 

 ⑤取扱商品の規格変更などの法律の改正により保有する商品が販売できないためにこれを廃棄したり規格にあっ

た商品の仕入れのためコストが増加する可能性があります。 

⑥新たな資格を取得することが営業上の必要条件となった場合にその資格が取得できないなどにより営業活動が

制限され、一時的に管理コストの増加を招いたり、その間収益が減少するなどの可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約内容 契約期間 

株式会社上毛 

リーマン・ブラザーズ・

リアル・エステート・ジ

ャパン・リミテッド 

日本 
不動産流動化に

関する基本合意 

平成16年５月20日から 

平成21年５月19日まで 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。具体

的には、「第５ 経理の状況 財務諸表等 (1)財務諸表 重要な会計方針」に記載のとおりであります。 

 当社は、特殊な会計処理や大幅な見積もりに依存する会計処理は行っておりません。そのため見積もり等の不

確実性による業績への影響の可能性は少ないと思われます。 

(2）当事業年度の経営成績の分析 

 ① 概要 

業績の概要につきましては、「第２ 事業の状況 １．業績等の概要」に記載のとおりであります。 

 ② 売上高 

 売上高は、前事業年度に比べ1,063百万円増加し、3,838百万円となりました。主たる要因は、不動産関連

事業の売上高が1,088百万円増加したことによるものです。 

 ③ 売上総利益 

 売上総利益は、前事業年度に比べ454百万円増加し、1,035百万円となりました。主たる要因は、不動産関

連事業の売上総利益が454百万円増加したことによるものです。 

 ④ 営業利益 

 営業利益は、前事業年度に比べ356百万円増加し、530百万円となりました。役員退職慰労引当金の計上方

法変更や、租税公課や支払手数料の増加に伴う販売費及び一般管理費の増加が、売上総利益の増加との差異

の主たる要因となっております。 

 ⑤ 経常利益 

 経常利益は、前事業年度に比べ381百万円増加し、526百万円となりました。事業組合投資利益を49百万円

計上した一方で、支払利息や新株発行費の支出もあり、営業外収益と営業外費用はほぼ拮抗しております。 

 ⑥ 税引前当期純利益 

 税引前当期純利益は、前事業年度に比べ216百万円増加し、410百万円となりました。投資有価証券売却益

の減少と、過年度役員退職慰労引当金繰入の発生が、経常利益の増加との差異の主たる要因となっておりま

す。 

 ⑦ 当期純利益 

 当期純利益は、前事業年度に比べ215百万円増加し、405百万円となりました。法人税等が4百万円発生いた

しております。 

  

(3）経営成績に重大な影響を与える要因について 

 詳しくは、「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。 

 特に当社の事業全般において、国内外の需給関係と経済状況の変化がもたらす原価の上昇が、利益率の低下を

招くおそれがあり、これに耐え得る事業計画、並びに、事業推進が必要であると認識しております。 

 (4）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 詳しくは、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。 

 当事業年度末の流動比率は248.6％となっており、資金の流動性について問題は無いと認識しております。 

  

(5）経営者の問題認識と今後の方針について 

 詳しくは、「第２ 事業の状況 ３ 対処すべき課題」に記載のとおりであります。 

 特に当社の主要事業である不動産関連事業の仕入れ価格の高騰に対処するため、販売事業主体の体質を改善し

ていくことが必要と認識しております。具体的には、利益率の高い流動化事業や賃貸事業の比率を高めること、

並びに、首都圏以外のマーケットの開拓に、積極的に取り組む必要があると考えております。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

該当事項はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。 

なお、金額には消費税等は含めておりません。 

２ 従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書しております。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業部門の名称 設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
（面積㎡） 

その他 合計 

本社 

（群馬県前橋市） 

繊維関連事業、

セキュリティ関

連事業、保険関

連事業及び全社

統括業務 

事務所 10,708 2,103 
126,255 

(1,239.37)
744 139,812  18 （3）

東京支社 

（東京都新宿区） 
企画業務 事務所 8,735 ― 

― 

(  ―)
3,764 12,500  6 （－）

 西日本支社 

（広島県広島市） 
不動産関連事業 事務所 ― ― 

― 

(  ―)
― ―  2  （－）

北陸事業所 

（石川県小松市） 
繊維関連事業 事務所 9,497 373 

50,385 

(896.30)
147 ―  4 （－）

丹後営業所 

（京都府与謝郡加悦町） 
繊維関連事業 事務所 ― ― 

― 

(  ―)
― ―  3 （－）

賃貸事業用不動産 

（東京都東大和市） 
不動産関連事業 店舗 397,568 3,197 

― 

(  ―)
― 400,766 ― 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）  提出日現在の発行数には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 110,000,000 

計 110,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月29日） 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 37,496,186 37,496,186 
東京証券取引所 

（市場第二部） 
― 

計 37,496,186 37,496,186 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

①平成17年６月29日定時株主総会決議によるもの 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （注） 付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正

する法律（平成13年法律第128号）」による改正前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使により

新株式を発行する場合を除く）または、自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 1,273 1,273 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,273,000  1,273,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注） 257 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月５日～ 

平成27年６月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   257 

資本組入額  129 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受け

た当社の取締役、監査役及

び従業員は、権利行使時に

おいて当社の取締役、監査

役及び従業員の地位にある

ことを要する。ただし、任

期満了による退任、定年退

職、その他当社取締役会が

認める正当な事由がある場

合は、この限りでない。ま

た、「新予約権付与契約

書」に定める一定条件（解

任、懲戒解雇など）によ

り、付与数もしくは期間な

どが制限され、または権利

が失効することがある。 

②権利行使期間満了前に新

株予約権の割当を受けた者

が死亡した場合は、法定相

続人１名に限り権利を承継

することができる。ただ

し、再承継は認めない。 

③その他の新株予約権の行

使条件は、取締役会決議に

より決定する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。 
同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価格 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１ 新株引受権付社債の権利行使による増加であります。 

２ 第三者割当による増加であります。 

発行価格 259円  資本組入額 130円 

主な割当先 

３ 平成14年６月27日開催の定時株主総会決議において、資本準備金を1,281,628千円減少し、欠損てん補する

ことを決議しております。 

４ 第三者割当による増加であります。 

発行価格 119円  資本組入額 60円 

主な割当先 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年４月１日～

平成13年５月31日

（注）１ 

3,968 18,291 376,984 1,167,645 453,843 820,965 

平成13年12月１日

（注）２ 
3,970 22,261 516,100 1,683,745 512,130 1,333,095 

平成14年６月27日

（注）３ 
― 22,261 ― 1,683,745 △1,281,628 51,466 

平成15年３月19日

（注）４ 
5,699 27,960 341,940 2,025,685 336,241 387,707 

平成16年３月１日

（注）５ 
― 27,960 ― 2,025,685 4,384 392,092 

平成17年８月26日

（注）６ 
5,985 33,945 700,245 2,725,930 700,245 1,092,337 

平成17年８月29日～

10月31日 

（注）７ 

3,424 37,369 501,445 3,227,376 498,554 1,590,891 

平成17年９月30日～

平成18年２月13日

（注）８ 

127 37,496 16,383 3,243,759 16,256 1,607,147 

割当先 株数（千株） 

㈱ユー・エス・エス東京みずほ 400 

太平ビルサービス㈱ 400 

極東建設㈱ 400 

他12社 1,900 

個人９名（うち当社取締役２名 150千株） 870 

割当先 株数（千株） 

CIT Japan Recovery Limited Series-３ 2,650 

杉山 茂 800 

株式会社チヒロ経済研究所 650 

他５社 1,299 

個人２名 300 



５ 上毛ファミリーサービス株式会社を吸収合併したことによる増加であります。 

 ６ 第三者割当による増加であります。 

 発行価格 234円         資本組入額 117円  

 主な割当先 

     割当先               株数（千株） 

 鳴本 聡一郎                 4,275 

 麻生 正紀                   855 

 メリルリンチ日本証券株式会社          855 

 ７ 新株予約権付社債の権利行使による増加であります。 

 ８ 新株予約権の行使による増加であります。 



(4）【所有者別状況】 

 （注）１ 自己株式9,160株は「個人その他」に９単元及び「単元未満株式の状況」に160株を含めて記載しておりま

す。 

なお、自己株式9,160 株は株主名簿記載上の株式数であり、平成18年３月31日現在の実保有株式数は7,160

株であります。 

２ 「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が39単元含まれております。 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） 
  

― 
8 22 69 22 2 4,873 4,996 ― 

所有株式数

（単元） 
― 863 1,358 1,785 4,213 16 29,221 37,456 40,186 

所有株式数の

割合（％） 
   2.30 3.63 4.77 11.25 0.04 78.01 100.00 ― 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１.上記の他、証券保管振替機構名義の株式が39千株（議決権の数39個）あります。 

 ２.前事業年度末現在主要株主でなかった鳴本聡一郎氏は、当事業年度末では主要株主になっております。 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

鳴 本   聡 一 郎 山口県下関市 4,275 11.40 

バンクオブニューヨークジー

シーエムクライアントアカウ

ンツイーアイエスジー 

常任代理人 株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号カス

トディ業務部 
2,983 7.95 

麻 生   正 紀 東京都調布市 955 2.54 

大阪証券金融株式会社（業務

口） 
大阪府大阪市中央区北浜２丁目４－６ 558 1.48 

松井証券株式会社（一般信用

口） 
東京都千代田区麹町１－４ 530 1.41 

小 山 田   壮 権 東京都練馬区 509 1.35 

長 谷   三 樹 彦 東京都港区 426 1.13 

株式会社 ファーストウェデ

ィング 

東京都渋谷区渋谷２－15－１渋谷クロスタ

ワー２階 
342 0.91 

佐 々 木   統 敏 東京都東大和市 320 0.85 

ノーザントラストカンパニー

エイブイエフシーリノーザン

トラストガンジーアイリッシ

ュクライアンツ 常任代理人 

香港上海銀行東京支店 

東京都中央区日本橋３丁目11番１号 300 0.80 

株式会社アーバンコーポレイ

ション   
広島県広島市中区袋町４－25 200 0.53 

株式会社アーバンコミュニテ

ィ  
東京都千代田区永田町１－11－30 200 0.53 

計 ― 11,598 30.88 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の普通株式39,000 株が含まれております。 

２ 議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式分（39個）及び実質的に所有していない自己株式分（２個）

は含まれておりません。 

②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株（議決権の

数２個）あります。なお、当該株式数は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めてお

ります。 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式     7,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 37,449,000 37,408 ― 

単元未満株式 普通株式   40,186 ― ― 

発行済株式総数 37,496,186 ― ― 

総株主の議決権 ― 37,408 ― 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社上毛 

群馬県前橋市六供

町370番地 
7,000 ― 7,000 0.02 

計 ― 7,000 ― 7,000 0.02 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

当社はストックオプション制度を採用しております。 

①平成17年６月29日定時株主総会決議に基づくもの 

当該制度は、旧商法280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、平成17年６

月29日定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び当社使用人に対して付与することを平成17年６月29日の

定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。 

決議年月日 平成17年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ５名  監査役 ４名  使用人 30名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」①に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



②平成18年６月29日定時株主総会決議に基づくもの 

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役に対し、非金銭報酬として年額

3,600万円以内、監査役に対し、非金銭報酬として年額480万円の範囲内でストックオプションとしての新株予約

権を付与することを、平成18年６月29日の定時株主総会において決議いたしました。当該制度の内容は次のとお

りであります。 

（注１）割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

（注２）１株当たりの権利行使価格は、割当日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所

における当社株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）の平均値（１円未満の端数は、切り上げ。）とす

る。但し、当該金額が割当日の終値を下回る場合は、割当日の終値とする。また、割当日以降、当社が時価を下

回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）」に

よる改正前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）または、

自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。 

決議年月日 平成18年６月29日  

付与対象者の区分及び人数 当社取締役６名  監査役４名   合計10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

株式の数  合計1,020,000株を限度とする。（注１） 

新株予約権の権利行使価額 （注２）  

新株予約権の行使期間 割当の日から2年を経過した日の翌日から3年間 

新株予約権の行使の条件 

ア) 権利を与えられた者は、新株予約権行使期間内は、当社の取締役又は監 

査役の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任又

は取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。ま

た、「新株予約権割当契約書」に定める一定条件（解任等）により、割

当数もしくは期間などが制限され、又は権利が失効することがある。 

イ) 権利行使期間満了前に新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、法

定相続人１名に限り権利を相続することができる。但し、再承継は認め

ない。 

ウ) その他の新株予約権の権利行使条件は、取締役会で決定する。 

新株予約権の取得の事由及び条件 

ア) 割当日より６ヶ月経過した日の翌日から権利行使満了の日まで、終値が

取得基準価格（権利行使価格に70%を乗じ、１円未満の端数は切り上げ

る）を下回ったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することが

できる。 

イ) 当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案、当社が完全子会社となる

株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認可

決されたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価格 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③平成18年６月29日定時株主総会決議に基づくもの 

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予

約権の募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を、平成18年６月29日の定時株主総会において決議いた

しました。当該制度の内容は次のとおりであります。 

（注１）割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

（注２）１株当たりの権利行使価格は、割当日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所

における当社株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）の平均値（１円未満の端数は、切り上げ。）とす

る。但し、当該金額が割当日の終値を下回る場合は、割当日の終値とする。また、割当日以降、当社が時価を下

回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）」に

よる改正前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）または、

自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。 

決議年月日 平成18年６月29日  

付与対象者の区分及び人数 当社従業員36名 

新株予約権の目的となる株式の種類  当社普通株式 

株式の数  合計200,000株を上限とする（注１） 

 新株予約権の権利行使価額  （注２） 

新株予約権の行使期間 割当の日から2年を経過した日の翌日から3年間 

新株予約権の行使の条件 

ア) 権利を与えられた者は、新株予約権行使期間内は、当社の従業員の地位

を保有していることを要する。但し、定年退職又は取締役会が認める正

当な事由がある場合は、この限りではない。また、「新株予約権割当契

約書」に定める一定条件（解雇等）により、割当数もしくは期間などが

制限され、又は権利が失効することがある。 

イ) 権利行使期間満了前に新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、法

定相続人１名に限り権利を相続することができる。但し、再承継は認め

ない。 

ウ) その他の新株予約権の権利行使条件は、取締役会で決定する。 

  

新株予約権の取得の事由及び条件 

ア) 割当日より６ヶ月経過した日の翌日から権利行使満了の日まで、終値が

取得基準価格（権利行使価格に70%を乗じ、１円未満の端数は切り上げ

る）を下回ったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することが

できる。 

イ) 当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案、当社が完全子会社となる

株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認可

決されたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価格 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

（注）平成１8年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、取締役会の決議に

よって市場取引等により自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

  当社は株主の皆様に対する利益配分を最重要課題として位置づけ、未処理損失の解消を最優先事項とし収益構造

の再構築を図ってまいりました。その結果、当期末に未処理損失の解消を果たましたことから当期は33期ぶりの復

配を達成いたすことが出来まして１株当たり２円の配当を行うことを決議いたしました。 

    今後は、さらに収益の拡大を図り、株主様への利益配分の拡大に努めてまいりたいと考えております。しかし一

方で当社の不動産関連事業はまだ成長局面にあり、拡大のための資金需要は増すものと予想しております。そこで

当面は配当水準を据置くこととし、剰余を常に翌期の事業拡大のために投入させて頂きたいと考えております。 



４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。 

回次 第128期 第129期 第130期 第131期 第132期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 655 200 172 531 445 

最低（円） 130 98 90 155 215 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 342 415 445 399 347 281 

最低（円） 271 306 374 286 215 238 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

社長 

兼 

営業本部長 

麻生 正紀 昭和36年９月１日生 

昭和57年４月 小林建築設計事務所入社 

955 

昭和59年４月 東京佐川急便株式会社入社 

昭和60年５月 株式会社アソー代表取締役 

昭和63年10月 株式会社シルバーライフに商号変

更 代表取締役（現任） 

平成12年12月 当社 顧問 

平成13年１月 当社 代表取締役社長（現任） 

平成17年３月 当社 営業本部長（現任） 

取締役 

管理本部長 

兼 

西日本支社長 

田部井 清志 昭和22年12月26日生 

昭和45年４月 高千穂交易入社 

30 

昭和58年６月 富士通興業入社 

平成元年６月 株式会社スターリング入社 

平成７年３月 株式会社オプコン代表取締役 

平成８年５月 株式会社ケイアール代表取締役 

平成13年２月 当社入社 営業本部長 

平成13年４月 当社 取締役（現任） 

平成14年６月 

 平成17年11月 

当社 管理本部長（現任） 

 西日本支社長（現任） 

取締役   宮川 進治 昭和２年２月20日生 

昭和23年12月 株式会社八十二銀行入行 

― 

昭和56年２月 株式会社大幸建設出向 

昭和57年２月 株式会社八十二銀行退職 

昭和57年７月 大進建設株式会社入社 

平成12年６月 大進建設株式会社相談役 

平成13年１月 当社 取締役（現任） 

平成14年10月 進和不動産株式会社代表取締役

（現任） 

取締役   宇野 元志 昭和29年２月６日生 

昭和50年４月 株式会社ゆうせん企画入社 

― 

昭和56年２月 株式会社アーバンオフィス代表取

締役 

平成元年10月 株式会社ジェイク代表取締役 

平成３年８月 株式会社エムズ代表取締役 

平成13年２月 有限会社ワンダーボックス代表取

締役 

平成13年４月 当社 取締役（現任） 

平成15年８月 株式会社ワンダーブレイン代表取

締役（現任） 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役   金重 凱之 昭和20年４月５日生 

昭和44年４月 警察庁入庁 

― 

昭和55年５月 在米日本大使館一等書記官 

昭和63年３月 警視庁第一方面本部長 

平成２年８月 防衛庁防衛局調査第一課長 

平成５年８月 内閣総理大臣秘書官 

平成９年４月 警察庁総務審議官 

平成11年１月 警察庁警備局長 

平成13年５月 警察庁退官 

平成13年５月 株式会社電通 顧問（現任） 

平成14年５月 東京都参与危機管理担当 

平成15年５月 日本災害医療支援機構（JVMAT）

理事（現任） 

平成15年６月 株式会社国際危機管理機構代表取

締役（現任） 

平成16年６月 当社 取締役（現任） 

取締役 

経営企画室 

室長 

兼  

社長室 

室長 

本谷 吉生 昭和39年４月４日生 

平成４年３月 株式会社修学社入社 

― 

平成12年６月 株式会社修学社取締役 

平成13年８月 株式会社修学社取締役営業本部長 

平成14年６月 株式会社アクセス監査役 

平成14年10月 株式会社エスジーエヌ取締役副社

長 

平成15年６月 当社 入社 

平成16年３月 当社 経営企画室 室長（現任） 

平成17年１月 

平成18年６月 

当社 社長室 室長（現任） 

当社 取締役 （現任） 

常勤監査役   田辺 幸雄 昭和11年５月12日生 

昭和34年７月 当社入社 

― 

昭和50年８月 京都営業所長 

昭和60年９月 総務次長 

平成７年４月 総務部長 

平成11年５月 当社退社 

平成13年６月 当社 監査役（現任） 

監査役   太田 孝昭 昭和23年４月７日生 

昭和52年７月 東京国税局査察部 

― 

昭和56年７月 東京国税局調査１，２部門 

昭和58年３月 国税庁税務大学校（教育官） 

昭和62年10月 東京国税局調査部 

昭和63年５月 税理士太田税務会計事務所所長

（現任） 

平成３年９月 税理士太田・細川会計事務所に名

称変更 

平成４年９月 株式会社ビジコム代表取締役 

（現任） 

平成13年６月 当社 監査役（現任） 

 



 （注）１ 取締役宮川進治、宇野元志及び金重凱之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

    ２ 監査役太田孝昭及び津本信博は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

監査役   宮林 寿 昭和12年１月11日生 

昭和30年４月 当社入社 

― 

昭和49年11月 上毛実業株式会社に出向 

昭和51年７月 同社取締役 

昭和54年４月 同社代表取締役 

昭和62年４月 ファミリアライフサービス株式会

社入社 

平成８年１月 有限会社ファミリアライフサービ

ス代表取締役（現任） 

平成13年６月 当社 監査役（現任） 

監査役   津本 信博 昭和15年７月７日生 

昭和57年４月 早稲田大学大学院教育学部教授

（現任） 

― 

昭和63年６月 中古文学会常任理事（現任） 

平成９年４月 早稲田大学教務副部長 

日記文学研究会代表常任理事 

平成10年６月 全国大学国語国文学会常任理事 

事務局長（現任） 

平成10年９月 早稲田大学教育学部長 

早稲田大学評議委員・商議員・稲

門教育会副会長（現任） 

平成14年９月 教師教育研究所所長（現任） 

平成16年６月 当社 監査役（現任） 

計 985 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

 当社は、株主、投資家をはじめお客様や社会からの信頼をより高め、「社会に貢献できる企業」となるため、

コーポレートガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つとして認識し、その取り組みを行っております。 

 当社は、経営の監視を客観的に行うため、社外取締役、社外監査役をおき、取締役会、監査役会において監督・

監査を行っております。また、業務執行を担当する取締役の権限と分担を明確化し、監査機能の充実を図るととも

に、従業員の効率的な配置、情報管理の一元化により、的確な情報公開に努め、社会のニーズにあった健全な企業

経営に取り組んでおります。 

(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等 

①会社の機関の基本説明 

 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役・監査役会により取締役の職務執行の監督及び監査

を行っております。また、当社は、当社の事業体制に相応しいコーポレートガバナンス体制を次の通り構築

し、充実を図っております。 

ａ 取締役・取締役会 

 当社の取締役会は、取締役６名（内社外取締役３名）で構成されており、法令及び定款に基づき当社の

業務執行の重要事項を決定すること、並びに、取締役の職務の執行を監督すること、という二つの権限を

有しております。執行責任を負う「取締役」との機能分担の明確化を図るために、取締役会は、事業戦略

の決定と進捗状況の監督に特化しており、このことが迅速かつ戦略的な意思決定と健全かつ適切なモニタ

リングとの両立を可能としております。さらに、当社の事業領域が広範多岐にわたるという実態を踏ま

え、経営戦略会議が各部門責任者から情報を収集し、速やかに取締役会に報告する体制を敷いておりま

す。 

 なお、取締役の任期は、２年となっております。 

ｂ 監査役・監査役会 

 当社は、法令に基づき、常勤監査役及び監査役で構成する監査役会を設置しております。監査役会は、

監査役４名（内社外監査役２名）で構成され、ガバナンスのあり方やその運営状況の監視、取締役の職務

の執行を含む経営の日常活動の監査を行っております。監査役は、株主総会への出席や取締役、使用人、

及び会計監査人等からの報告の収受をはじめとする法令上の権限行使のほか、特に常勤監査役は、重要な

会議への出席や支社、事業所及び営業所等への往査など、実効性のあるモニタリングに取り組んでおりま

す。また、監査役及び監査役会は、取締役会及び経営戦略会議にて決定された事項、リスク管理に関する

重要な事項、その他監査役会がその職務遂行上、報告を受ける必要があると判断した事項について議事録

及び報告書類等の閲覧及び報告を受ける権限と、その職務遂行上、職務を補助する人員、事務局が必要で

あれば設置を求める権限を併せて有しております。 

ｃ 会計監査人 

 当社は、株主総会で選任された三優監査法人と監査契約を締結し、会計監査人としております。会計監

査人は、当社が法令を遵守し、内部統制を維持確立し、会計基準に準拠して作成した財務諸表等を公正不

偏の態度を保持し、職業専門家としての正当な注意を持って監査を行い、財務諸表等の適正性及び適法性

について意見表明を行います。また、会計監査人は、取締役及び使用人等から取引情報の収受や支社、事

業所及び営業所等への往査等を行い財務諸表等の適正性及び適法性を担保しております。 

ｄ 経営戦略会議  

 当社は、代表取締役を含む職務執行取締役及び使用人等で構成された経営戦略会議を設置しておりま

す。経営戦略会議は、取締役会より権限委譲された業務執行の意思決定や代表取締役への提言・助言を行

っております。また、意思決定された事業の進捗状況や問題点等の調査・分析を行い取締役会への報告を

行っております。 

さらに、当社を取り巻く様々なリスクに関して、情報の収集・分析・検討・対処を行い、その状況を取締

役会への報告を行っております。 



②会社の機関と内部統制体制 

③会社の内部統制システムの基本方針及びその整備状況 

 当社は、法令や企業倫理の遵守、株主、従業員、取引先及び地域社会等の全てのステークホルダーとの協力

関係の樹立等、よき市民としての責任を果たしながら事業活動を推進するため、内部統制システムの基本方針

を以下のとおり定め、役員及び使用人が内部統制システムを理解・遵守し、健全な企業活動を推進するよう教

育を通じて周知徹底していく方針であります。 

ａ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 企業の取締役及び使用人は、法令遵守は当然のこととして、よき市民として求められる倫理観・価値観

に基づき誠実に行動することが求められております。当社は、このような認識に基づき、社会規範・倫理

そして法令等の遵守により公正かつ適切な経営の実現と地域社会との調和を図ってまいります。また、当

社取締役は、これらの実践のため企業倫理綱領に従い、全社的な企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して

行ってまいります。 

ｂ 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制 

 当社の事業活動に関して、統制環境から各業務の統制活動までの文書化を行っております。これら文書

は、各部門において点検を行ったうえで改善を行いながら内部統制の有効性を担保し、内部統制システム

の充実を図る方針であります。 

ｃ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役の職務に関する状況は、取締役会議事録に記録し、これを保管します。また、経営戦略会議にて

検討・実施された内容は、経営戦略会議議事録に記録し、併せて保管します。これら議事録は、監査役会

の求めに応じいつでも閲覧に供する方針です。また、取締役会議事録、経営戦略会議議事録及び契約書等

の重要文書の記録、保存及び管理等に関する重要文書管理規程の制定作業を行っております。 



ｄ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社の取締役会は、執行責任を負う『取締役』との機能分担の明確化を図るために、事業戦略の決定と

進捗状況の監督に特化しております。また、取締役の業務執行の効率性及び有効性を確保するために以下

の体制を敷いております。 

ア）取締役会は、業務執行取締役へ、明確な目標の付与を行い、その業績の進捗管理を行っておりま

す。  

イ）会社に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するため、経営戦略会議

にて審議し、その結果を取締役会にて承認を受けております。 

ウ）事業運営の状況を把握し、その改善を図るために内部監査を行います。さらに、予算管理システム

を通じて、売上、利益、財務及び業務上の目標を設定し、定期的にそのレビューを行い、重大な差

異が生じた場合は、その内容を調査し、取締役は適切な対策を取っております。 

ｅ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  当会社には、親会社、子会社及びその他の関連会社は、存在しておりません。 

ｆ 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する体制 

  監査役からの要請があれば、その職務を補助する体制の早期確立を検討したします。 

ｇ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する体制 

 監査役より業務執行に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役の関与を受けない体制を

敷く方針であります。また、当該使用人の人事異動及び人事考課については、監査役会の意見を尊重する

方針であります。 

ｈ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制  

 取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加えて、当社に重大な影響を及ぼす事項及び内

部監査の実施状況等を速やかに報告する体制を敷いています。また、取締役会、経営戦略会議にて決議さ

れた事項、リスク管理に関する重要な事項、その他監査役会がその職務遂行上必要があると判断した事項

について、監査役・監査役会は、議事録の閲覧を要請することができ、取締役及び使用人は、監査役・監

査役会に対し、その要請に応じ適宜報告する体制を敷いております。 

ｉ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 当社の監査役会は、監査役４名、そのうち２名が社外監査役で構成されております。このように半数の

社外監査役を置くことで対外透明性を担保しております。また、監査役は、当社の会計監査人と当社の会

計監査について、情報交換の機会を持ち、必要に応じてこれに対して報告を求めています。また、会計監

査人の代表取締役からの独立性を確保するために、会計監査人の監査計画及び監査報酬については、監査

役会が事前に報告を受け、会計監査人の報酬及び依頼する監査・非監査業務について監査役会の事前承認

を受ける体制を敷いております。 

④内部監査及び監査役監査の状況 

 当社の事業活動が、法令、企業倫理及び社内規則等に準拠して、適正に行われていることを定期的に監査

し、取締役会及び監査役会等へ報告を行う内部監査部門の設置及び内部監査規定の制定を計画しております。

 内部監査は、当社の監査方針を定める内部監査規定及び監査計画書等に従い、監査役会や会計監査人との連

携を図りながら部門別に実施し、内部監査の報告書は、取締役の業務執行に関するものは、代表取締役、取締

役会及び監査役会へ報告し、使用人の業務執行に関するものは、代表取締役へ報告する体制を敷く方針であり

ます。 

 ⑤会計監査の状況 

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、杉田純氏、海藤丈二氏の２名であり、三優監査法人に所属し

ております。監査業務は、当社が会計基準に準拠して作成した財務諸表等の適正性・適法性について意見表明

を行うとともに当社の取締役及び使用人等から取引情報の収受や支社、事業所及び営業所等への往査等を行

い、財務諸表等の適正性・適法性について担保しております。 

 当社の会計業務に係る補助者は、公認会計士２名及び会計士補２名であります。なお、三優監査法人が当社

の監査業務を担当してから３年になります。 

⑥社外取締役及び社外監査役との関係  

 当社の社外取締役である宮川進治氏は、進和不動産株式会社の代表取締役であり、当社の広範多岐に渡る事

業に幅広い見識を持って、事業方針の決定と職務執行の監督を行っております。 

 当社の社外取締役である宇野元志氏は、株式会社ワンダーブレインの代表取締役であり、当社の広範多岐に

渡る事業に幅広い見識を持って、事業方針の決定と職務執行の監督を行っております。 

 当社の社外取締役である金重凱之氏は、株式会社国際危機管理機構の代表取締役であります。また、警察庁

出身者であり、危機管理の専門家であることから主に、法令遵守及びリスク管理の面で提言・助言を行ってお

ります。 



 当社の社外監査役である太田孝昭氏は、太田・細川会計事務所の所長であり、税務の専門家として、当社の

業務監査、取締役の業務執行の監督等を行っております。 

 当社の社外監査役である津本信博氏は、早稲田大学教育学部教授・文学博士であり、幅広い知識と見識で助

言を行っております。 

(2)リスク管理体制の整備の状況  

①基本体制 

 当社を取り巻く様々なリスクに関する情報を横断的・網羅的に収集・評価・対応する部署を経営戦略会議が

担当し、リスク管理規定の制定を行います。また、新規事業や規模の大きい取引等に関しては、個別にリスク

情報を分析・検討し、結果を取締役会へ報告を行い承認を得る体制を敷いております。 

 経営戦略会議は、代表取締役の指示により、リスク管理規定に基づき、リスク対策等の状況を検証し、有効

性や改善点等を代表取締役、取締役会及び監査役会に報告をする体制を敷いております。 

②財務報告に対する体制 

 ａ 情報システムに対する統制 

 当社は、財務諸表等に影響を与える財務情報には、情報システムの存在が不可欠であると考え、情報の

発生現場にて情報処理を行い、財務諸表等に反映させる情報システムを構築しております。情報システム

は、当社の業務の条件変更や内部統制に関する情報提供等の環境変化に対して、できる限り手作業による

リスクが発生しないようメンテナンス体制を敷いております。また、データベースや処理プログラム等の

天変地異による損失を防止する方策、情報管理サーバーのデータベースや処理プログラム等を保護する方

策をとる体制を敷いております。 

ｂ 財務報告の適正性及び適法性への統制 

 ア）事業目標の設定及び結果の監視 

 当社は、予算管理システムを通じて、売上、利益、財務及び業務上の目標を設定し、定期的にレビ

ューを行い、重大な差異については、内容を調査し、適切な対応をとる体制を敷いております。ま

た、予算管理システムの進捗状況は、定期的に取締役会及び監査役会に報告する体制を敷いておりま

す。 

 イ）会計処理方針及び手続の確立と統制 

 新しい会計方針及び会計基準が公表されたときには、当社の会計に対する摘要の有無や影響の度合

い等を検討し、当社の会計方針と手続を検討し、各種会計規則の変更を行い、関係部署に周知徹底し

ていく体制を敷いております。 

 ウ）資産の保全及び管理 

 取締役会規則に定めのある重要な資産の取得、使用及び処分は、取締役会にて承認を得る体制を敷

いております。また、現預金及び棚卸資産等は、現物資産の取扱と記帳の分離を行い、定期的に照合

し資産の保全を図る体制を敷いております。 

 エ）ＩＴセキュリティ 

 財務情報を管理するシステムへのアクセスは、使用する従業員別にセキュリティレベルを設定し、

操作できる情報のレベルを制限しております。 



(3)役員報酬の内容 

 （注）１ 平成13年４月27日開催の臨時株主総会による取締役に対する報酬限度額は月額1,000万円以内であります。 

２ 平成13年４月27日開催の臨時株主総会による監査役に対する報酬月額は100万円以内であります。 

（４）監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  14,200千円 

 上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

区分 

  取締役 監査役 合計 

  
支給人員 
（名） 

支給額 
（千円） 

支給人員 
（名） 

支給額 
（千円） 

支給人員 
（名） 

支給額 
（千円） 

定款又は株主総

会に基づく報酬 

社内 2 53,850 2 4,842 4 58,692 

社外 3 9,036 2 4,000 5 13,036 

小計 5 62,886 4 8,842 9 71,728 

利益処分による

役員賞与 

社内 ― ― ― ― ― ― 

社外 ― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― 

株主総会決議に

基づく退職慰労

金 

社内 ― ― ― ― ― ― 

社外 ― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― 

合計 

社内 2 53,850 2 4,842 4 58,692 

社外 3 9,036 2 4,000 5 13,036 

合計 5 62,886 4 8,842 9 71,728 



第５【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただ

し書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第131期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日

まで）及び第132期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表については、三優監査法

人により監査を受けております。 

３ 連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）  
  

  

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※１ 827,779 2,056,407 

２ 受取手形  9,754 22,316 

３ 売掛金  58,330 59,995 

４ 有価証券  275 20,320 

５ 販売用不動産 
※１ 
※７ 

1,147,034 4,484,788 

６ 商品  68,071 56,235 

７ 製品  7,505 5,255 

８ 原材料  1,157 1,121 

９ 仕掛品  5,376 7,902 

10 前渡金  12,812 420,000 

11 前払費用  11,414 8,933 

12 前払金  6,641 ― 

13 未収入金  1,822 9,295 

14 未収消費税等  ― 39,395 

15 預け金   ― 26,530 

16 営業出資金   ― 702,087 

17 その他  30,868 1,703 

貸倒引当金  △7,573 △5,403 

流動資産合計  2,181,271 68.4 7,916,887 88.4

 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1）建物 ※１ 537,219 537,219   

減価償却累計額  86,393 450,826 110,832 426,387 

(2）構築物  2,150 2,150   

減価償却累計額  2,020 130 2,028 122 

(3）機械装置  73,536 63,956   

減価償却累計額  69,859 3,676 60,758 3,197 

(4）車両運搬具  21,897 14,833   

減価償却累計額  17,478 4,419 12,356 2,476 

(5）工具、器具及び備品  13,617 13,624   

減価償却累計額  8,774 4,843 8,968 4,656 

(6）土地 
※１ 
※７ 

176,641 176,641 

有形固定資産合計  640,537 20.1 613,482 6.8

２ 無形固定資産    

(1）営業権  ― 35,819 

(2）ソフトウェア  9,344 7,070 

(3）電話加入権  1,656 1,656 

無形固定資産合計  11,000 0.3 44,546 0.5

３ 投資その他の資産    

(1）投資有価証券  212,042 244,045 

(2）出資金  405 ― 

(3）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

 33,547 34,330 

(4）長期前払費用  94,500 89,250 

(5）敷金保証金  50,134 51,490 

(6）その他  510 803 

貸倒引当金  △33,797 △34,580 

投資その他の資産合計  357,343 11.2 385,339 4.3

固定資産合計  1,008,881 31.6 1,043,368 11.6

資産合計  3,190,152 100.0 8,960,256 100.0 

 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  103,619 84,389 

２ 短期借入金 ※１ 100,000 2,120,000 

３ 一年以内返済予定の長
期借入金 

※１ 60,000 871,996 

４ 未払金  17,854 16,816 

５ 未払費用  2,795 8,784 

６ 未払法人税等  8,409 15,185 

７ 未払消費税等  23,771 ― 

８ 前受金  39,545 7,220 

９ 預り金  9,538 5,521 

10 前受収益  19 66 

11 賞与引当金  4,063 4,107 

12 その他   ― 50,040 

流動負債合計  369,617 11.6 3,184,129 35.5

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※１ 135,000 179,674 

２ 再評価に係る繰延税金
負債 

※７ 88,360 88,360 

３ 繰延税金負債  22 181 

４ 退職給付引当金  22,214 26,710 

５ 役員退職慰労引当金   ― 116,273 

６ 預り敷金保証金  145,203 96,954 

固定負債合計  390,800 12.2 508,153 5.7

負債合計  760,418 23.8 3,692,282 41.2

 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 2,025,685 63.5 3,243,759 36.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  392,092 1,607,147   

資本剰余金合計  392,092 12.3 1,607,147 17.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  2,500 2,500   

２ 当期未処分利益 
  (△は未処理損失) 

 △119,795 285,972   

利益剰余金合計  △117,295 △3.7 288,472 3.2

Ⅳ 土地再評価差額金 ※７ 130,353 4.1 130,353 1.5

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

 33 0.0 267 0.0

Ⅵ 自己株式 ※３ △1,134 △0.0 △2,027 △0.0

資本合計  2,429,734 76.2 5,267,973 58.8

負債資本合計  3,190,152 100.0 8,960,256 100.0 

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    

１ 製品売上高   38,230 45,365   

２ 商品売上高  280,808 243,845   

３ 不動産販売収入   1,715,319 2,980,847   

４ 加工料収入   152,208 157,482   

５ 不動産賃貸収入   513,574 340,009   

６ 手数料収入   74,596 2,774,739 100.0 70,452 3,838,003 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 製品期首たな卸高  7,706 7,505   

２ 商品期首たな卸高  97,046 68,071   

３ 販売用不動産期首たな 
  卸高  

 ― 1,147,034   

４ 当期製品製造原価  170,790 179,888   

５ 当期商品仕入高  203,182 173,496   

６ 当期不動産仕入高  2,736,744 5,649,307   

７ 不動産賃貸原価  201,176 123,380   

計  3,416,646 7,348,683   

８ 製品期末たな卸高  7,505 5,255   

９ 商品期末たな卸高  68,071 56,235   

10 販売用不動産期末たな
卸高 

 1,147,034 2,194,035 79.1 4,484,788 2,802,403 73.0

売上総利益  580,703 20.9 1,035,600 27.0

 



   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 広告宣伝費  2,525 ―   

２ 給料手当  118,604 118,591   

３ 賞与引当金繰入額  4,063 4,107   

４ 退職給付引当金繰入額  2,957 4,585   

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額  

 ― 22,906   

６ 法定福利費  17,773 17,232   

７ 役員報酬  63,078 71,728   

８ 支払報酬  23,976 25,501   

９ 減価償却費  9,275 19,084   

10 租税公課   ― 27,558   

11 運送費  2,887 ―   

12 通信費  7,430 ―   

13 支払手数料  29,864 42,327   

14 貸倒引当金繰入額  13,220 ―   

15 その他  111,064 406,721 14.6 151,751 505,374 13.2

営業利益  173,981 6.3 530,225 13.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,586 7,834   

２ 受取配当金  1,880 1,836   

３ 出資金運用利益   9,451 ―   

４ 事業組合投資利益  ― 49,926   

５ 有価証券運用益   ― 1,814   

６ 雑収入  4,619 17,537 0.6 828 62,240 1.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  30,571 31,856   

２ 支払手数料   ― 14,794   

３ 新株発行費償却  9,868 ―   

４ 新株発行費   ― 15,952   

５ 社債発行費  ― 2,418   

６ 貸倒引当金繰入額  2,048 ―   

７ 雑損失  3,151 45,639 1.6 534 65,556 1.7

経常利益  145,879 5.3 526,909 13.7

 



   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益   34 ―   

２ 投資有価証券売却益  134,782 ―   

３ 貸倒引当金戻入益   ― 1,386   

４ その他特別利益 ※４ 5,055 139,872 5.0 ― 1,386 0.1

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却・除却損 ※１ 588 861   

２ 減損損失  ※５ ― 1,259   

３ 投資有価証券評価損  21,562 1,923   

４ 投資有価証券売却損  18,515 ―   

５ 過年度役員退職慰労引 
  当金繰入額 

 ― 93,367   

６ 退職給付会計基準変更
時差異償却額 

 5,143 ―   

７ たな卸資産廃棄損 ※２ 6,473 3,989   

８ たな卸資産評価損 ※３ 29,194 ―   

９ 建物解体費用  10,952 ―   

10 不正事故損失   ― 92,430 3.3 16,766 118,168 3.1

税引前当期純利益  193,322 7.0 410,128 10.7

法人税、住民税及び事
業税 

 3,251 0.1 4,359 0.1

当期純利益  190,070 6.9 405,768 10.6

前期繰越損失  309,866 119,795 

当期未処分利益(△は 
未処理損失) 

 △119,795 285,972 

     



製造原価明細書 

 （注） 原価計算の方法は総合原価計算により、実際原価を算出しております。 

不動産賃貸原価明細書 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

材料費  20,750 12.4 29,677 16.3

経費  146,183 87.6 152,737 83.7

（外注加工費）  (146,183) (87.6) (152,737) (83.7) 

当期総製造費用  166,934 100.0 182,414 100.0 

仕掛品期首たな卸高  9,232 5,376 

計  176,166 187,791 

仕掛品期末たな卸高  5,376 7,902 

当期製品製造原価  170,790 179,888 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

減価償却費  62,641 31.1 20,682 16.8

その他経費  138,534 68.9 102,697 83.2

合計   201,176 100.0 123,380 100.0 



③【キャッシュ・フロー計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税引前当期純利益   193,322 410,128 

減価償却費   65,452 39,766 

減損損失   ― 1,259 

貸倒引当金の増加額(△は減少額)   7,619 △1,386 

賞与引当金の増加額(△は減少額)   △1 43 

退職給付引当金の増加額   7,213 4,496 

役員退職慰労引当金の増加額    ― 116,273 

受取利息及び受取配当金   △3,466 △9,670 

支払利息   30,571 31,856 

社債発行費   ― 2,418 

新株発行費   ― 15,952 

新株発行費償却    9,868 ― 

事業組合投資利益    ― △49,926 

有価証券運用益    ― △1,814 

投資有価証券売却益   △134,782 ― 

投資有価証券売却損   18,515 ― 

投資有価証券評価損   21,562 1,923 

固定資産売却益   △34 ― 

固定資産売却・除却損   588 861 

売上債権の減少額(△は増加額)   31,099 △14,227 

販売用不動産の増加    ― △3,337,754 

たな卸資産の減少額   1,026,802 10,044 

たな卸資産処分損    ― 3,989 

未収消費税等の減少額(△は増加
額) 

  37,545 △39,395 

未払消費税等の増加額(△は減少
額) 

  23,771 △23,771 

営業出資金の増加額    ― △702,087 

預り敷金の増加額(△は減少額)   764 △48,249 

前渡金の増加額   △12,812 △407,187 

前払金の減少額   23,358 6,641 

仕入債務の増加額(△は減少額)   70,930 △19,229 

敷金保証金の増加額   △13,891 △1,356 

破産・更生債権の増加額   △3,417 △783 

その他   22,603 11,370 

小計   1,423,184 △3,999,813 

 



    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額   3,473 9,508 

利息の支払額   △30,414 △29,351 

法人税等の支払額   △3,735 △11,217 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,392,507 △4,030,874 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金の預入による支出   △3,000 △600,000 

定期預金の払戻による収入   ― 630,000 

有価証券の取得による支出   ― △211,661 

有価証券の売却による収入   ― 188,071 

有形固定資産の取得による支出   △1,176,935 △2,804 

有形固定資産の売却による収入   1,355 ― 

無形固定資産の取得による支出   △8,000 △800 

投資有価証券の取得による支出   △40,974 △1,189 

投資有価証券の売却による収入   165,284 22,020 

投資事業組合への出資による支出   ― △75,000 

投資事業組合からの分配による収
入  

  ― 69,544 

営業の譲受による支出   ※２ ― △47,212 

貸付けによる支出   △30,000 △1,006 

貸付金の回収による収入    ― 30,250 

その他   17,856 △1,243 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,074,413 △1,032 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入れによる収入   100,000 3,520,000 

短期借入金の返済による支出   △98,400 △1,500,000 

長期借入れによる収入   1,000,000 1,070,000 

長期借入金の返済による支出   △1,060,000 △213,330 

株式の発行による収入    ― 1,417,176 

社債の発行による収入    ― 997,581 

自己株式の取得による支出   △574 △892 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △58,974 5,290,534 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   259,119 1,258,628 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   481,659 740,779 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 740,779 1,999,407 

     



④【利益処分計算書又は損失処理計算書】 

損失処理計算書   利益処分計算書   

    
前事業年度 
株主総会承認日 

（平成17年６月29日） 
    

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失    119,795 Ⅰ 当期未処分利益    285,972 

Ⅱ 損失処理額    ― Ⅱ 利益処分額     

Ⅲ 次期繰越損失     119,795 １．利益準備金   8,800  

       ２．配当金   74,978  

      
３．役員賞与金  

（うち、監査役賞与金） 
  

12,000 
(1,600)

95,778 

       Ⅲ 次期繰越利益     190,194 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）売買目的有価証券 

───── 

(1）売買目的有価証券 

  時価法(売却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しております。 

  (2）満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)を採用してお

ります。 

(2）満期保有目的の債券 

同左 

  

  

  

(3）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は部分資本直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）を採用しております。 

(3）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

時価のないもの 

 総平均法による原価法を採用して

おります。 
  

投資事業有限責任組合出資金 

 当該投資事業有限責任組合の直近

の決算書の当社持分割合で評価して

おります。 

時価のないもの 

同左 

  
  

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品、製品、原材料、仕掛品 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2）販売用不動産 

 個別法による原価法を採用しており

ます。   

(1）商品、製品、原材料、仕掛品 

同左 

  

(2）販売用不動産 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物    15～50年 

機械装置  ５～14年 

車両運搬具 ２～５年 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

の建物（附属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

  

  

(3）長期前払費用 

 均等償却によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ 繰延資産の処理方法 (1）新株発行費 

 新株発行費は商法施行規則の規定に基

づく最長期間（３年間）で均等償却して

おります。 

(1）新株発行費 

 支出時に全額費用処理しております。 

  (2）社債発行費   

――――― 

(2）社債発行費  

 支出時に全額費用処理しております。  

５ 引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与金の支払に備えるた

め、賞与支給見込額の当期負担額を計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異（25,719

千円）については、５年による按分額

を費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

───── 

(4）役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に充てる

ため内規に基づく当期末要支給額を

計上しております。 

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜き方式によっており、控除対象外消費

税及び地方消費税は、当期の費用として

処理しております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

  (2）営業出資金 

───── 

(2）営業出資金 

 匿名組合出資金のうち、証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされる

もの以外のものについては「出資金」と

しております。このうち、営業に係る出

資金については「営業出資金」として流

動資産の部に計上し、個別法によってお

ります。  

 なお、分配された損益については営業

損益に計上するとともに同額を営業出資

金に加減算することにより評価しており

ます。 



会計処理の変更 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  

───── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日）を適用しております。 

 これにより販売費及び一般管理費は328千円減少し、特

別損失は1,259千円増加した結果、営業利益及び経常利益

は328千円増加し、税引前当期純利益が931千円減少してお

ります。なお、減損損失累計額については、改正後の財務

諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

ります。 

  

───── 

（新株発行費） 

  当社は、従来から新株発行費につきましては、繰延資産

に計上し３年均等償却しておりましたが、事業内容が不動

産事業を中心として大きく変化したことや将来における金

融費用の負担の増加を考慮し、財務内容の一層の健全化を

図ることを目的として、当事業年度より支出時に全額を費

用として処理する方法に変更いたしました。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較

して、繰延資産が10,635千円減少し、営業外費用が10,635

千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ

10,635千円減少しております。 

  

───── 

（役員退職慰労引当金） 

 当社の役員退職慰労金は、従来支出時の費用としており

ましたが、当事業年度より内規に基づく事業年度末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたし

ました。 

 この変更は、内規の制定が当事業年度に行われたこと、

また、役員退職慰労引当金計上の会計慣行が定着している

ことを考慮し、役員退職慰労金を役員の在任期間にわたっ

て費用配分することによって、期間損益の適正化を図るた

めに行いました。 

 この変更により、当事業年度発生額22,906千円は販売費

及び一般管理費に、過年度分相当額93,367千円は特別損失

に計上しております。この結果、従来と同一の方法を採用

した場合と比べ、営業利益及び経常利益は22,906千円減少

し、税引前当期純利益は116,273千円減少しております。 



（表示方法の変更） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前期において、投資その他の資産の「出資金」に含め

ておりました投資事業組合への出資（前期73,496千円）

は、証券取引法改正（平成16年12月１日施行）に伴い、

「投資有価証券」（当期55,819千円）に含めて表示して

おります。 

（貸借対照表） 

 前期において、流動資産の「その他」に含めておりま

した預け金（前期50千円）は、金額的重要性が増加した

ため、「預け金」として区分掲記しております。 

 前期において区分掲記しておりました「出資金」は、金

額的な重要性が低下したため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。 

 なお、当期において「その他」に含まれている「出資

金」は405千円であります。 

（損益計算書） 

 前期において、販売費及び一般管理費の「福利厚生

費」に含めておりました法定福利費（前期19,544千円）

は、明瞭表示のため、当期において「法定福利費」とし

て独立掲記しております。 

 この変更に伴い、福利厚生費（前期2,003千円、当期

1,840千円）は、金額的重要性が乏しいため、「その他」

に含めて表示しております。 

 前期において、販売費及び一般管理費の「給料手当」

に含めておりました役員報酬（前期51,523千円）は、明

瞭表示のため、当期において「役員報酬」として独立掲

記しております。 

 前期において、販売費及び一般管理費の「支払手数

料」に含めておりました支払報酬（前期25,813千円）

は、明瞭表示のため、当期において「支払報酬」として

独立掲記しております。 

（損益計算書） 

 前期において、区分掲記しておりました広告宣伝費

（当期16,398千円）、運送費（当期2,515千円）及び通信

費（当期7,401千円）の科目については、金額的重要性が

低下したため、販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しております。 

 前期において、販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示しておりました租税公課（前期15,806千円）

は、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超えたた

め、「租税公課」として区分掲記しております。 

 前期において、営業外収益の「出資金運用利益」とし

て表示しておりました投資事業有限責任組合の運用利益

は、明瞭表示の観点から、当期より「事業組合投資利

益」として表示しております。 

 前期において、営業外費用の「雑損失」に含めており

ました支払手数料（前期2,857千円）は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、「支払手数料」として区分

掲記しております。 

  

───── 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前期において、営業活動によるキャッシュ・フローの

「たな卸資産の増加（減少）額」に含めて表示しており

ました販売用不動産の増減額は、明瞭表示の観点から、

当期より「販売用不動産の増加（減少）額」として区分

掲記しております。 

 なお、前期における「たな卸資産の減少額」に含まれ

る販売用不動産の増加額は1,147,034千円であります。 

 前期において、投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて純額表示しておりました投資事業有

限責任組合への出資に係るキャッシュ・フローは、明瞭

表示の観点から当期より「投資事業組合への出資による

支出」及び「投資事業組合からの分配による収入」とし

て区分掲記しております。 

 なお、前期における「投資事業組合への出資による支

出」は△26,557千円、「投資事業組合からの分配による

収入」は０千円であります。 



（追加情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）については販売費及び一般

管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が5,158千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、5,158千円

減少しております。 

  

───── 

（所有目的の変更） 

 所有目的の変更により建物から販売用不動産へ

1,222,599千円、構築物から販売用不動産へ890千円、土

地から販売用不動産へ803,844千円、借地権から販売用不

動産へ110,978千円振替えております。 

  

───── 

  

───── 

（売買目的有価証券） 

 当期より一定の資金量の範囲内で、専任担当者による

有価証券の売買業務を開始しております。 

  

───── 

（営業出資金） 

 当期より有限会社シルバーファーンとの間で旧商法第

535条に規定する匿名組合契約を締結しております。この

契約により当期は、不動産賃貸収入14,080千円を計上し

ております。 

  

───── 

（社債発行費）  

 直近の発行である平成13年３月期の社債発行費は、商

法に定める最長期間（３年間）で均等償却しておりまし

たが、当時と比べ当社をとりまく経営環境が大きく変化

し早期に財務内容の健全化を図ることが望ましいことか

ら、当期に発行した社債の発行費2,418千円は一括償却し

ております。 

 直近と同様の会計処理（３年間均等償却）を採用した

場合に比べ、繰延資産が1,612千円減少し、社債発行費償

却が1,612千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は

それぞれ同額減少しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 千円

預金 51,000

販売用不動産 794,123

計 845,123

担保に供している資産 千円

預金 51,000

販売用不動産 1,220,057

建物 8,935

土地  125,967

 計 1,405,960

担保付債務  千円

短期借入金 100,000

長期借入金 135,000

１年以内返済予定の長期借入金 60,000

計 295,000

担保付債務  千円

短期借入金 100,000

長期借入金 179,674

１年以内返済予定の長期借入金 871,996

計 1,151,670

※２ 授権株式数及び発行済株式数  

    発行する株式の総数 普通株式  110,000,000株

発行済株式数 普通株式 27,960,004株

※２ 授権株式数及び発行済株式数  

授権株式数 普通株式 110,000,000株

発行済株式数 普通株式  37,496,186株

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,478株

であります。 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式7,160株

であります。 

※４ 受取手形割引高 千円

  1,718

 ４                ─────  

 ５              ─────  ５ 偶発債務 

    当社が匿名組合契約(ホテルマイステイズ舞浜・フレ

ックステイ神田)により出資する匿名組合の営業者たる

有限会社(以下「借入人」という)が、金融機関(以下

「貸付人」という)からノンリコース条件のローンによ

る資金調達2,942,692千円(平成18年3月31日残高

2,913,792千円)を行うことに関連し、当社は貸付人で

あるニュー・センチュリー・ファイナンス株式会社と

の間に匿名組合出資のスポンサーとして損害担保契約

を締結し、借入人、ホテルオペレーター、アセットマ

ネージャー及びスポンサー並びにそれらの社員、役

員・従業員等の詐欺行為や故意・重過失による不法行

為があった場合など、一定の事由により貸付人に損害

等が発生した場合に、ノンリコース条件の例外とし

て、当社は、借入人が責任財産又はそれを換価して得

た対価により当該損害等を補償できなかった部分につ

いて貸付人に対し補填する補償責任を負っておりま

す。 

 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は33千円でありま

す。 

 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は267千円でありま

す。 

 



前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

 ※７ 土地の再評価に関する法律 

 （平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31

日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行っております。なお、評価差額については、当該評価

差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として資本の部に計上しております。 

 再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日

公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しており

ます。 

再評価を行った年月日   平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における 
58,921千円

時価と再評価後の帳簿価額との差額  

 ※７ 土地の再評価に関する法律 

 （平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31

日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行っております。なお、評価差額については、当該評価

差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として資本の部に計上しております。 

 再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日

公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しており

ます。 

再評価を行った年月日   平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における 
71,727千円

時価と再評価後の帳簿価額との差額  

 ８ 平成14年６月27日開催の定時株主総会において、

下記の欠損てん補を行っております。 

 ８         ───── 

  千円

資本準備金 1,281,628

利益準備金 58,760

計 1,340,388

 

 ９ 資本の欠損の金額は120,929千円であります。  ９         ─────         



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 固定資産売却・除却損の内容は次のとおりであり

ます。 

※１ 固定資産売却・除却損の内容は次のとおりであり

ます。 

  千円

機械装置 435

車両運搬具 103

工具器具備品 50

計 588

  千円

機械装置 479

車両運搬具 170

工具器具備品  211

計 861

※２ たな卸資産廃棄損の内容は次のとおりでありま

す。 

※２ たな卸資産廃棄損の内容は次のとおりでありま

す。 

  千円

商品 6,473

  千円

商品 3,989

※３ たな卸資産評価損の内容は次のとおりでありま

す。 

３         ───── 

  千円

原材料 289

製品 1,822

商品 27,082

計 29,194

 

※４ その他特別利益の内容は次のとおりであります。  ４         ───── 

  千円

精算子会社の残預金の入金 4,701

その他 354

計 5,055

 

  ５         ─────     ※５ 減損損失 

 当期において、当社は以下の資産グループについて

減損損失を計上いたしました。 

（経緯） 

 取扱商品の価額や加工賃の下落が著しく、部門損益の

回復の見込みがないため減損損失を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

 原則として事業部ごとに、また繊維関連事業部につい

ては、各営業所ごとにグルーピングを実施しておりま

す。 

（回収可能価額の算定方法等）  

  回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額を使

用しておりますが、時価の算定にあたっては、車輌運搬

具及び工具器具備品ともに老朽化が著しく時価を算定す

ることが困難であるため、時価は零（０千円）としてお

ります。 

事業部 種類 
金額 

（千円） 

 繊維関連事業 

 車輛運搬具 

 工具器具備品 

406 

27 

 計 434 

 セキュリティ関連

 事業 

 車輛運搬具 

 工具器具備品 

425 

399 

 計 825 

 合計 1,259 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  千円

現金及び預金勘定 827,779

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △87,000

現金及び現金同等物 740,779

  千円

現金及び預金勘定 2,056,407

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △57,000

現金及び現金同等物 1,999,407

※２ 

――――― 

※２ 当事業年度に営業の譲受により増加した資産の内

容 

    千円

商品 2,439

営業権  44,773

営業権の譲受による支出  47,212

 ３ 

――――― 

 ３ 重要な非資金取引の内容 

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 

    千円

新株予約権の行使による資本金 

増加額  
501,445

新株予約権の行使による資本準備金

増加額  
498,554

  1,000,000



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

１ 売買目的有価証券 

当事業年度（平成18年３月31日現在）  

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 リース取引は事業内容に照らして重要性が乏しく契約

１件当たりのリース料総額も300万円を超えるものがない

ため、記載を省略しております。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

同左 

貸借対照表計上額（千円） 当事業年度の損益に含まれた評価差額（千円） 

20,044 △9,274 

  区分 

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

貸借対照表計
上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 
貸借対照表計
上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の 

(1）国債・地方債等 14,961 15,274 313 14,966 15,151 184 

(2）社債 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 14,961 15,274 313 14,966 15,151 184 

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 

(1）国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

(2）社債 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― 

合計 14,961 15,274 313 14,966 15,151 184 

  区分 

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式 ― ― ― ― ― ― 

(2）債券 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 116 173 56 2,431 2,880 448 

小計 116 173 56 2,431 2,880 448 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 140,317 108,443 △31,874 138,616 105,395 △33,221 

(2）債券 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 140,317 108,443 △31,874 138,616 105,395 △33,221 

合計 140,434 108,616 △31,817 141,048 108,275 △32,772 



４ 前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

（注） 当事業年度中の売却は、双方協議の上帳簿価額によるものであるため、損益は生じておりません。 

５ 時価のない有価証券の内容 

 （注） 前事業年度における表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理額は430千円であります。 

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前事業年度（平成17年３月31日） 

当事業年度（平成18年３月31日） 

（デリバティブ取引関係） 

 前事業年度及び当事業年度において該当事項はありません。 

内容 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

売却額（千円） 165,284 22,020 

売却益の合計額（千円） 134,782 ― 

売却損の合計額（千円） 18,515 ― 

内容 
前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

ＭＭＦ 275 275 

非上場株式 32,645 10,625 

その他 55,819 110,178 

  １年以内（千円） 
１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超（千円） 

１ 債券         

国債 ― ― 14,961 ― 

社債 ― ― ― ― 

合計 ― ― 14,961 ― 

  １年以内（千円） 
１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超（千円） 

１ 債券         

国債 ― ― 14,966 ― 

社債 ― ― ― ― 

合計 ― ― 14,966 ― 



（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職一時金制度を採用しております。 

 なお、退職給付債務の算出にあたっては、簡便法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

３ 退職給付費用に関する事項 

４ 退職給付債務の計算基礎 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

(1）退職給付債務 22,214千円 26,710千円 

(2）退職給付引当金 22,214千円 26,710千円 

  

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

退職給付費用     

(1）勤務費用 2,957千円 4,758千円 

(2）会計基準変更時差異の費用処理額 5,143千円 ― 千円 

(3）退職給付費用 (1)＋(2) 8,101千円 4,758千円 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

会計基準変更時差異の処理年数 ５年   ― 年 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発

生の主な原因別の内訳 
    

繰延税金資産 千円 千円 

貸倒引当金超過額 11,264 13,773 

退職給付引当金超過額 8,974 10,790 

役員退職慰労引当金超過額  ― 46,974 

賞与引当金超過額 1,641 1,659 

投資有価証券評価損否認 13,270 13,656 

たな卸資産評価損否認 11,794 ― 

販売用不動産減価償却額否認  ― 24,229 

固定資産減価償却超過額 ― 9,104 

その他 7,253 5,155 

繰越欠損金 465,978 225,948 
────── ──────

小計 520,177 351,292 

評価性引当金 △520,177 △351,292 
────── ──────

合計 ― ― 

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 22 181 
────── ──────

合計 22 181 
────── ──────

繰延税金負債の純額 22 181 

    

(注) 前事業年度において「その

他」に含めて表示しておりま

した以下の項目については、

重要性が増加したため掲記し

ております。 

「販売用不動産減価償却否

認」（5,771千円） 

「固定資産減価償却超過額」

（1,315千円） 

２ 再評価に係る繰延税金負債の内訳     

繰延税金負債 千円 千円 

再評価に係る繰延税金負債 88,360 88,360 

再評価に係る繰延税金負債の純額 88,360 88,360 

３ 法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との間の差異に関

する項目別内容 

 上記のとおり、税効果会計は繰

延税金資産等に対して全額評価性

引当金を計上しているため、法定

実効税率と税効果会計適用後の法

人税等の負担率との差異の原因は

開示しておりません。 

同左 



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 当社代表取締役社長麻生正紀が第三者のため行った取引であります。 

３ 従業員出向料の支払については、当社従業員の給与水準及び業務内容を参考にして算定しております。 

４ 車両の賃借料及び建物修繕費等の支払については、市場価格等を勘案して双方協議の上決定しております。

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 当社代表取締役社長麻生正紀が第三者のため行った取引であります。 

３ 従業員出向料の支払については、当社従業員の給与水準及び業務内容を参考にして算定しております。 

４ 車両及び事務用備品の賃借料の支払については、市場価格等を勘案して双方協議の上決定しております。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 麻生正紀 ― ― 

当社代表

取締役社

長 

㈱シルバ

ーライフ

代表取締

役社長 

（被所有）

直接 0.0 
― ― 

㈱シルバーラ

イフへの従業

員出向料の支

払（注）３ 

3,360 未払金 294 

㈱シルバーラ

イフへの車輌

の賃借料の支

払（注）４ 

2,400 未払金 210 

㈱シルバーラ

イフへの建物

修繕費等の支

払 

1,265 未払金 308 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 麻生正紀 ― ― 

当社代表

取締役社

長 

㈱シルバ

ーライフ

代表取締

役社長 

（被所有）

直接 0.0 
― ― 

㈱シルバーラ

イフへの従業

員出向料の支

払（注）３ 

3,360 未払金 294 

㈱シルバーラ

イフへの車輌

の賃借料の支

払（注）４ 

2,400 未払金 210 

投資有価証券

の譲渡  
22,020 ─ ― 

短期債権の譲

渡 
30,000 ─ ― 

主要株主

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社 

極東建設㈱ 
 山口県 

 下関市 
7,500  建設業 ― ― ― 

販売用不動産

の仕入 
710,000 ─ ― 

極東建設㈱か

らの出向者に

かかる従業員

出向料の支払 

1,703 ─ ― 

事務用備品賃

借料の支払 
453 ─ ― 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 86円91銭

１株当たり当期純利益 ６円80銭

１株当たり純資産額 140円20銭

１株当たり当期純利益 11円80銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
11円65銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 190,070 405,768 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 12,000 

（うち利益処分による役員賞与金）   (―) (12,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 190,070 393,768 

期中平均株式数（株） 27,956,184 33,370,511 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株）  ― 425,561 

（うち転換社債）  (―) (237,607) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権１種類（普通株式86

千株）これらの詳細は「第４ 提

出会社の状況、１ 株式等の状

況、（2）新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。 

旧商法第280条ノ19第１項の規

定に基づく新株引受権１種類  

なお、平成17年７月31日で権利

行使期間が終了しております。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、有限会社シルバーファーンとの間で、(1）舞

浜不動産物件（千葉県浦安市鉄鋼通り３丁目所在の浦安

舞浜ホテル）及び(2）神田不動産物件（東京都千代田区

岩本町１丁目所在のフレックステイ神田）のそれぞれに

関する匿名組合契約を締結するための基本合意契約を締

結し、平成17年６月27日に総額169,874千円の手付金の支

払いをいたしました。 

 匿名組合契約の締結は、舞浜物件は、平成17年７月中

旬、神田物件は、平成17年12月中旬頃の予定でありま

す。 

 なお上記の匿名組合契約への出資については、平成17

年６月14日開催の取締役会で決議いたしました。 

 両匿名組合契約の締結が完了いたしますと総額669,671

千円を出資する予定であります。 

当社は、平成18年６月29日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、ストックオプションとしての新株予約権の発行を決

議いたしました。 

その内容につきましては、「第４提出会社の状況 １

株式等の状況 (7）ストックオプション制度の内容」に

記載しております。 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

株式会社ＮＴＴドコモ 500 87,000 

株式会社東和銀行 25,000 8,000 

群馬友好貿易株式会社 10,000 5,000 

株式会社群馬ロイヤルホテル 5,000 5,000 

ＡＦＬＡＣ Ｉｎｃ． 498 2,627 

サンビック株式会社 12,000 600 

エフェクター細胞研究所 3 292 

日本撚糸会館株式会社 25 25 

その他２銘柄 12,309 ― 

計 65,335 108,544 

銘柄 券面総額（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

満期保有

目的の債

券 

264回利付国債 15,000 14,966 

計 15,000 14,966 



【その他】 

種類及び銘柄 
株式数（株）及び 
投資口数等（口） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

有価証券 

売買目的

有価証券 

㈱オーエー・システム・プラザ  12,000 2,676 

㈱ビジネスバンクコンサルティング 500 2,450 

㈱ナカニシ 200 2,400 

虹技㈱ 8,000 2,352 

メルクス㈱ 13,000 2,015 

黒田精工㈱ 4,000 1,896 

㈱ビジネス・ブレークスルー 7 1,834 

日本エンタープライズ㈱  34 1,414 

㈱インボイス 230 1,320 

㈱アーティストハウスホールディングス 7 966 

㈱アイ・シー・エフ 7 721 

小計 37,985 20,044 

その他有

価証券 

（投資信託受益証券）     

みずほインベスターズ証券ＭＭＦ 10 275 

小計 10 275 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

（投資信託受益証券）     

野村證券トピックス・インデックス・オ

ープン 
350,000 253 

ＵＡＭマルチ・マネージャー・ファンド

１ 
10,000,000 10,103 

（投資事業有限責任組合）     

日本・アジア３号投資事業組合 1 20,453 

アント・カタライザー２号投資事業有限

責任組合 
1 89,724 

小計 10,350,002 120,534 

計 10,387,997 140,854 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 主な当期増加額又は減少額は以下のとおりであります。 

 セキュリティ事業の新商品の営業権取得による増加      44,773千円 

なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 537,219 ― ― 537,219 110,832 24,439 426,387 

構築物 2,150 ― ― 2,150 2,028 7 122 

機械装置 73,536 ― 9,580 63,956 60,758 ― 3,197 

車両運搬具 21,897 856 
7,920 

(832)
14,833 12,356 1,795 2,476 

工具、器具及び備品 13,617 1,948 
1,941 

(427)
13,624 8,968 1,496 4,656 

土地 176,641 ― ― 176,641 ― ― 176,641 

有形固定資産計 825,063 2,804 
19,441 

(1,259)
808,426 194,944 27,738 613,482 

無形固定資産               

ソフトウェア 14,700 800 ― 15,500 8,429 3,073 7,070 

電話加入権 1,656 ― ― 1,656 ― ― 1,656 

営業権 ― 44,773 ― 44,773 8,954 8,954 35,819 

無形固定資産計 16,356 45,573 ― 61,930 17,384 12,028 44,546 

長期前払費用 105,000 ― ― 105,000 15,750 5,250 89,250 



【借入金等明細表】 

 （注）１ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。 

【資本金等明細表】 

 （注）１ 当期末における自己株式は7,160株であります。 

 ２ 当期増加額は第三者割当増資、新株予約権付社債の新株予約権の行使によるもの及び新株予約権の行使によ

るものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少欄「その他」は、洗替による戻入であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 100,000 2,120,000 1.57 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 60,000 871,996 2.49 ― 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 135,000 179,674 3.5 平成27年 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

計 295,000 3,171,670 ― ― 

  
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

長期借入金 21,996 21,996 21,996 21,996 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 2,025,685 1,218,073 ― 3,243,759 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１ （株） (27,960,004) (9,536,182) （―） (37,496,186)

普通株式 （千円） 2,025,685 1,218,073 ― 3,243,759 

計 （株） (27,960,004) (9,536,182) （―） (37,496,186)

計 （千円） 2,025,685 1,218,073 ― 3,243,759 

資本準備金及

びその他の資

本剰余金 

（資本準備金）           

株式払込剰余金（注）２ （千円） 392,092 1,215,055 ― 1,607,147 

計 （千円） 392,092 1,215,055 ― 1,607,147 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （千円） 2,500 ― ― 2,500 

計 （千円） 2,500 ― ― 2,500 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 41,371 39,984 ― 41,371 39,984 

賞与引当金 4,063 4,107 4,063 ― 4,107 

役員退職慰労引当金 ― 116,273 ― ― 116,273 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

ロ 受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 274 

預金の種類   

当座預金 1,899,141 

普通預金 90,907 

定期預金 57,000 

別段預金 9,083 

小計 2,056,132 

合計 2,056,407 

相手先 金額（千円） 

株式会社足羽工業所 7,474 

有限会社小林一雄機業場 5,800 

泉庫機業株式会社 4,320 

京都生糸株式会社 2,060 

フクイテキスタイル株式会社 1,211 

その他 1,450 

合計 22,316 

期日別 金額（千円） 

平成18年４月 6,192 

５月 7,131 

６月 2,482 

７月 1,730 

８月  1,380 

９月以降 3,400 

合計 22,316 



ハ 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

ニ 販売用不動産 

相手先 金額（千円） 

津谷織物株式会社 9,398 

株式会社足羽工業所 6,075 

アメリカンファミリー生命保険会社 6,198 

ティ・ジェイ・ホームサービス株式会社 3,892 

泉庫機業株式会社 2,394 

その他 32,036 

合計 59,995 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A)＋(B) 

×100 

(A)＋(D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

58,330 2,463,958 2,462,293 59,995 97.6 8.8 

品目 面積（㎡） 金額（千円） 

新潟県加茂市 3,827.10 102,310 

東京都台東区 737.91 136,879 

茨城県水戸市  2,271.25 234,901 

山口県下関市  10,307.89 722,402 

北海道札幌市  2,103.32 985,155 

福岡県北九州市小倉北区東篠先 2,657.90 640,679 

福岡県北九州市小倉北区清水 2,487.39 465,882 

福岡県北九州市門司区 1,482.01 253,249 

福岡県北九州市戸畑区 1,506.90 262,685 

山口県山口市  23,459.40 680,641 

合計 50,741.07 4,484,788 



ホ 商品 

ヘ 製品 

ト 原材料 

チ 仕掛品 

リ 営業出資金 

品目 金額（千円） 

フィルム及び関連商品 6,648 

生糸・撚糸 39,026 

その他 10,560 

合計 56,235 

品目 金額（千円） 

絹撚糸 5,255 

合計 5,255 

品目 金額（千円） 

生糸（撚糸用） 1,121 

合計 1,121 

品目 金額（千円） 

絹撚糸 6,524 

合繊撚糸 1,378 

合計 7,902 

品目 金額（千円） 

有限会社 シルバー・ファーン 702,087 

合計 702,087 



② 負債の部 

イ 買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

北九州取得税 27,765 

府中取得税 18,539 

株式会社ウィッシュリアライズ 8,500 

山口県青葉台取得税 6,388 

株式会社Ｄｅｔｏ 2,173 

有限会社鹿野撚糸工場 1,690 

清水撚糸 1,427 

津谷織物株式会社 1,083 

その他 16,821 

合計 84,389 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 1,000株券 10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 同行全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

株券喪失登録   

株券喪失登録申請料 １件につき10,000円 

株券登録料 １枚につき500円 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 同行全国各支店 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 

なお、決算公告につきましては、当社ホームページ上に貸借対照表及び損益計

算書を掲載しております。ホームページアドレスは次のとおりです。 

http://www.jyomo.co.jp/ 

 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた

ときは、東京都に於いて発行する日本経済新聞に掲載いたします。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社には、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1） 
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第131期） 

自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日
  

平成17年６月29日 

関東財務局長に提出 

(2） 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号

の２（ストックオプション制度に伴う新株予

約権発行）の規定に基づくもの 

  
平成17年７月６日 

関東財務局長に提出 

(3）  
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第131期） 

自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日
  

平成17年７月28日 

関東財務局長に提出 

(4）  
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第131期） 

自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日
  

平成17年８月２日 

関東財務局長に提出 

(5） 
有価証券届出書 

及びその添付書類 
（新株予約権付社債の発行）   

平成17年８月９日 

関東財務局長に提出 

(6） 
有価証券届出書 

及びその添付書類 
（第三者割当増資）   

平成17年８月９日 

関東財務局長に提出 

(7）  臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号

（主要株主の異動）の規定に基づくもの 

  
平成17年８月26日  

関東財務局長に提出 

(8）  
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第126期） 

自 平成11年４月１日

至 平成12年３月31日
  

平成17年８月29日 

関東財務局長に提出 

(9） 
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第127期） 

自 平成12年４月１日

至 平成13年３月31日
  

平成17年８月29日 

関東財務局長に提出 

(10） 
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第128期） 

自 平成13年４月１日

至 平成14年３月31日
  

平成17年８月29日 

関東財務局長に提出 

(11） 
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第129期） 

自 平成14年４月１日

至 平成15年３月31日
  

平成17年８月29日 

関東財務局長に提出 

(12） 
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第130期） 

自 平成15年４月１日

至 平成16年３月31日
  

平成17年８月29日 

関東財務局長に提出 

(13） 
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第131期） 

自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日
  

平成17年８月29日 

関東財務局長に提出 

(14） 半期報告書 （第132期中） 
自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日
  

平成17年12月20日 

関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成17年６月29日

株式会社上毛   

取締役会 御中   

 三優監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉  田    純    ㊞ 

 業務執行社員  公認会計士 海  藤  丈  二  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社上毛の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第131期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、キャッシュ・フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

上毛の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年６月14日開催の取締役会で不動産事業に係る匿名組合に対し

て出資を行うことを決議した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成18年６月29日

株式会社上毛   

取締役会 御中   

 三優監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉  田    純    ㊞ 

 業務執行社員  公認会計士 海  藤  丈  二  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社上毛の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第132期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

上毛の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 １ 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

 ２ 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は繰延資産の処理方法を変更した。 

 ３ 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より役員退職慰労引当金を計上する方法に変更してい

る。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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